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（単位：千円）

正味財産の部合計

差額

行
政
費
用

給与関係費 ‐ 50,694 ‐

行
政
収
入

地方税等 ‐ 0 ‐
物件費 国庫支出金
維持補修費 ‐ 0 ‐ 都支出金

2,049 ‐
‐ 9,681 ‐

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 27年度 28年度 差額 勘定科目

‐

減価償却費

27年度 28年度

指標に関する説明
26年度 27年度 28年度

29年度
見込み

目標値
(38年度)

施策の成果とする指標名

計画推進のために

14

施策名 統計・調査の推進

積極的な区政情報の発信と信頼される区政の推進

行政施策全般にわたる基礎資料を収集するため、人口、商工業、衛生、医療、建設等の国が主管
する各種統計調査を実施し、区の現況データを正確に把握し、区の計画、施策立案のために役立
てる。

指
　
　
　
　
標

幸福実感指標名
26年度 27年度 28年度

施策分析シート（平成29年度）

施策No 14-04
部課名 区民生活部区民課
課長名 秦野　

指標の推移

指標の推移

指標に関する質問文

内線 2510

関連部課名 健康部生活衛生課

行政評価
事業体系

分野

政策

Ⅶ

‐ 0 ‐

‐ 0 ‐ その他 ‐ 0 ‐
不納欠損・貸倒引当金繰入額 ‐ 0 ‐ 行政収入合計(a) ‐ 9,681 ‐

扶助費 ‐ 0 ‐ 分担金及び負担金 ‐ 0 ‐
補助費等 ‐ 0 ‐ 使用料及び手数料 ‐ 0 ‐

行政費用合計(b) ‐ 60,928 ‐ 通常収支差額(c)+(d)=(e) ‐ ▲ 51,247 ‐
特別費用(g) ‐ 0 ‐ 特別収入(f) ‐ 0 ‐

賞与・退職給与引当金繰入額 ‐ 8,185 ‐ 行政収支差額(a)-(b)=(c) ‐ ▲ 51,247 ‐
その他行政費用 ‐ 0 ‐ 金融収支差額(d) ‐ 0 ‐

貸
借
対
照
表

勘定科目 27年度 28年度 差額 勘定科目 27年度 28年度 差額
流
動
資
産

収入未済 ‐ ▲ 94 ‐ 流動負債 ‐

固
定
資
産

有形固定資産 ‐ 0 ‐ 賞与引当金 ‐ 2,521

2,521 ‐
不納欠損引当金 ‐ 0 ‐ 還付未済金 ‐ 0 ‐

‐

特別収支差額(f)-(g)=(h) ‐ 0 ‐ 当期収支差額(e)+(h) ‐ ▲ 51,247 ‐

建物 ‐ 0 ‐ 固定負債 ‐ 25,186 ‐

その他の流動資産 ‐ 0 ‐ 特別区債 ‐ 0 ‐
‐

土地 ‐ 0 ‐ その他の流動負債 ‐ 0

工作物等減価償却累計額 ‐ 0 ‐ その他の固定負債 ‐ 0
無形固定資産 ‐ 0 ‐ 負債の部合計 ‐ 27,707 ‐

建物減価償却累計額 ‐ 0 ‐ 特別区債 ‐ 0 ‐
工作物等 ‐ 0 ‐ 退職給与引当金 ‐ 25,186 ‐

‐

資産の部合計 ‐ ▲ 94 ‐ 負債及び正味財産の部合計 ‐ ▲ 94 ‐

建設仮勘定 ‐ 0 ‐ 正味財産 ‐ ▲ 27,801 ‐
その他の固定資産 ‐ 0 ‐ ‐ ▲ 27,801 ‐



No2

継続 継続
区民生活全般にわたって各種の基礎資料が得られる統計調査は必要
不可欠なものであり、法定受託事務であることを前提に今後も継続
して実施する。

施策の分類
分類についての説明・意見等

29年度 30年度

現
状

今
後
の
方
向
性

○国勢調査等の大規模調査は、町会・自治会を通じて調査員の推薦を依頼している。町会・自治
会から推薦された調査員は、調査区を熟知していることから、調査客体が安心して回答できるた
め、調査の円滑な実施には欠かせない。調査員には、説明会を行い、調査の手順や注意事項を周
知している。国勢調査、経済センサスをはじめ各調査を事故無く実施している。
○昨今の個人情報保護の意識から、調査対象者からは、調査内容や目的についての苦情が寄せら
れている。
○財務諸表の項目では、行政コストとして給与関係費が大きな割合を占めており、主に指導員・
調査員への報酬となっている。

施策の現状・課題・今後の方向性

課
題

○町会・自治会から推薦される調査員の中には高齢者も多いため、調査員が事故に遭わないよう
万全な安全確保対策を図る必要がある。
○調査対象者にとって、調査内容や目的が理解しやすい調査にする必要がある。
○国勢調査以外の調査は、知名度が低く、調査対象者からの協力が得にくい状況にある。調査票
での回答が、オンライン回答を上回っている状況が続いており、調査の効率化においては課題が
残る。

○町会・自治会を通じての推薦依頼は、これまでの実績や経験等からも、現状の方法を今後も継
続し、円滑な調査の実施につなげていく。更に、区報等による一般公募や近隣区との協力による
登録調査員の紹介など調査員の確保対策を講じる。
○国・都に対して、意見交換会等において、調査対象者、調査員からの意見、苦情などを踏ま
え、調査方法、周知方法を含めた実施方法の在り方について要望する。
○今後のオンライン調査を推奨し、調査の効率化を図る。国勢調査の結果以外にも、経済センサ
ス等その他の調査についても、ホームページや区報等において区民に広く周知、ＰＲを進めてい
く。



継続

統計法施行令第8条により指定統計は地方
公共団体が処理する事務とされ、本調査
は全国・地域別就業構造に関する基礎資
料を得るため継続実施しなければならな
い。

　統計法施行令第8条による指定統計は、
地方公共団体の処理する事務とされ、本
調査（単位区設定）は、住宅・土地統計
調査を円滑に実施するための準備事務で
あるため、継続して取り組むべき事業で
ある。

統計法施行令第8条により指定統計は地方
公共団体の処理する事務とされ、商店の
分布状況や販売実態を明らかにする調査
であり、今年度は準備事務を行い、平成
30年度に調査が実施される。

住宅・土地統計調査単位
区設定事務

04-01-26 0 0

　統計調査員の士気の高揚及び今後の統
計調査の円滑な実施を図るため、感謝状
贈呈式を継続して催すとともに、次世代
の統計調査員の推薦を受けられるよう、
町会長と連携する等、積極的かつ工夫し
て取り組んでいく。

国勢調査 04-01-24103,882 0 継続 継続

統計法施行令第8条により指定統計は地方
公共団体が処理する事務とされ、本調査
は区内の全人口、世帯数、人口構成、経
済構成等を把握するため継続実施しなけ
ればならない。

統計功労者感謝のつどい 04-01-23 0 600 推進 推進

商業動態統計調査 04-01-20 358 366

0 0

04-01-22 0

継続 継続

　統計法施行令第8条により指定統計は、
地方公共団体の処理する事務とされ、本
調査は、住宅、土地の実態や保有状況及
び世帯の居住状況に関する住生活関連諸
施策の基礎資料を得るものであるため、
継続して取り組むべき事業である。

継続 継続

継続 継続

04-01-27 0 0 推進

0 0

就業構造基本調査 04-01-25 0 0

商業統計調査

住宅・土地統計調査 04-01-28

経済センサス準備事務

0 継続 継続

統計法施行令第8条により指定統計は地方
公共団体の処理する事務とされ、商業統
計調査を円滑に実施するための準備であ
り、継続実施しなければならない。

学校基本調査 04-01-21 26 27 継続 継続

統計法施行令第8条により指定統計は地方
公共団体の処理する事務とされ、本調査
は幼稚園、小中学校、各種学校等を対象
に、学校教育行政の基礎資料を得るもの
であり、継続実施しなければならない。

商業統計調査準備事務

継続

統計法施行令第8条により指定統計は地方
公共団体が処理する事務とされ、本調査
は小売店を対象に、販売活動の面から景
気の動向を把握するため継続実施しなけ
ればならない。

継続

27年度 28年度

継続

施策を構成する事務事業の分類

事務事業名
事務事業
No

決算額（千円）
施策推進のた
めの分類

分類についての説明・意見等

工業統計調査 04-01-19

統計法施行令第8条により基幹統計は地方
公共団体が処理する事務とされ、本調査
は製造業を営む区内全事業所を対象に工
業に関する基礎資料を得るため継続実施
しなければならない。

29年度 30年度

継続

04-01-29 78 0 継続 継続

統計報告調整法第1条に規定する行政事務
の効率化を図ることを目的に実施する経
済センサスを実施するには欠かせない事
務である。



合　計 104,829 10,389

経済センサス 04-01-31 0 8,883 継続 継続

統計法施行令第8条により、基幹統計は地
方公共団体が処理する事務とされる。全
産業の経済活動の実態を把握する調査で
あり必要である。

国勢調査調査区設定事務 04-01-32 0 0 継続 継続
国勢調査を実施するための準備作業とし
て必要である。

経済センサス調査区管理
事務

04-01-30 0 0 継続 継続

統計報告調整法第１条に規定する行政事
務の効率化を図ることを目的に実施する
経済センサスの正確な実施を期するため
必要である。

衛生統計調査 09-01-05 485 513 継続 継続
法令等に基づき人口動態や医療施設動態
を把握する調査であり、継続実施する必
要がある。

全国消費実態調査 04-01-33 0 0 継続 継続

統計法施行令第8条により基幹統計は地方
公共団体が処理する事務とされ、本調査
は世帯の消費実態を明らかにするため実
施の必要がある。

農林業センサス 04-01-34 0 0 継続 継続

統計法施行令第8条により基幹統計は地方
公共団体が処理する事務とされ、本調査
は農林業の実態を明らかにするため継続
して実施の必要がある。


